様式第2号(第6条関係)
希望工事種別等申請書
	建設業法に基づく

建設工事の種類
	希望
	建設業法に基づく

建設工事の種類
	希望

	010 土木一式
	
	160 ガラス
	

	020 建築一式
	
	170 塗装
	

	030 大工
	
	180 防水
	

	040 左官
	
	190 内装仕上
	

	050 とび・土工・コンクリート
	
	200 機械器具設置
	

	060 石
	
	210 熱絶縁
	

	070 屋根
	
	220 電気通信
	

	080 電気
	
	230 造園
	

	090 管
	
	240 さく井
	

	100 タイル・れんが・ブロック
	
	250 建具
	

	110 鋼構造物
	
	260 水道施設
	管路工事
	

	120 鉄筋
	
	
	その他
	

	130 舗装
	
	270 消防施設
	

	140 しゅんせつ
	
	280 清掃施設
	

	150 板金
	
	290 解体
	


※希望する工事・業務の「希望」欄に○をすること。
※「260水道施設」については、管路工事とそれ以外の水道施設工事に区分して受付を行います。管路工事を希望される方は、斐川宍道水道企業団指定給水装置工事事業者であることが必要です。

